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当社取締役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ 

 

当社は、当社および当社の主要子会社（以下、「対象子会社」といい、当社と対象子会社を併せて、

以下、「対象会社」といいます。）の取締役および対象会社と委任契約を締結する執行役員（社外取締役

および監査等委員である取締役、国内非居住者ならびに当社および当社の連結子会社のいずれの会社に

おいても業務執行を行っていない者を除く。以下同じ。以下、「対象取締役等」といいます。）を対象に、

中期経営計画で掲げる業績目標の達成度等に応じて当社株式およびその換価処分金相当額の金銭（以下、

「当社株式等」といいます。）の交付ならびに給付（以下、「交付等」といいます。）を行う業績連動型

株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）の継続について、2026 年４月 14 日開催の当社取締役会

において決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．本制度の概要 

本制度は、対象会社が拠出する対象取締役等の報酬額を原資として、当社株式が信託を通じて取得

され、当該信託を通じて対象取締役等に当社株式等を業績目標の達成度等に応じて交付等を行う株式

報酬制度です。 

 

２．継続の内容 

本制度の継続にあたり、役員報酬ＢＩＰ信託の信託期間を３年間延長することといたします。 

 

【信託期間延長後の信託契約の概要】 

信託契約日 2017 年 7月 3日 

信託の期間 
2017 年 7月 3日 ～ 2026 年 7 月 31 日 

（信託契約の変更により、2029 年 7 月 31 日まで延長予定） 

 

上記のほか、2022 年４月 12 日公表の「当社取締役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制

度の一部改定に関するお知らせ」および 2023 年４月 11 日公表の「当社取締役および執行役員に対す

る業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ」から変更はございません。 

なお、本制度の継続においては、新たな資金拠出および信託による当社株式の取得は行われません。 

以 上  
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